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統一清算機関の設立に伴う東証制度改正要綱 
平成１４年８月２０日 
株式会社東京証券取引所 

項 目 内  容 備 考 
 
 
Ⅰ．趣旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．概要 
 
１．清算参加者制度関
係 

（１）清算資格の取扱
い 

ａ．清算資格の種類
の変更 

 
 
 
 
 

 
 
・ 株式会社日本証券クリアリング機構（以下「クリアリング機構」という。）
が本年７月１日に設立され、市場横断的な清算機関の下で清算業務を統一
し、清算手法の標準化、利用者におけるアクセスポイントの一元化を行う
ことで、市場の効率性・利便性の向上と決済の安全性の確保を図り、もっ
て我が国証券市場の国際競争力の強化に資するよう、環境整備が行われる
こととなった。 

 
・ こうしたことから、当取引所においても、クリアリング機構を現物取引
に係る清算機関として指定し、クリアリング機構に債務引受けを行わせる
とともに、先物・オプション取引に係る清算・決済事務等の一部をクリア
リング機構に委託することとし、所要の制度改正を行うこととする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ 現物取引については、クリアリング機構が債務引受けを行うこととなる
ことから、当取引所の現物等清算資格を廃止する。 

 
・ 株券オプション取引の取引代金の授受及びオプションに係る権利・義務
については、引き続き当取引所が債務引受けを行うことから、新たに株券
オプション清算資格を設けることとする。 

 

 
 
・ クリアリング機構は、改正証取法第

156条の２に規定する有価証券債務引受
業の免許を受け、平成 15年１月 14日か
ら業務を開始する予定。 

 
 
 
・ 先物・オプション取引については、当
取引所が債務引受けを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 現行の現物等清算資格は、現物取引及
び株券オプション取引に係る清算資格。 

 
・ 株券オプションの権利行使により成立
する株券の売買についてはクリアリン
グ機構が債務引受けを行う。 
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項 目 内  容 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｂ．取引参加者の義
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 株券オプション清算資格の要件は、以下のとおりとする。 
①総合取引資格又は株券オプション取引資格を有すること 
②クリアリング機構の清算資格（他社清算資格についてはクリアリング
機構の他社清算資格）を有すること 
③財務状況についての基準を満たすこと 
④清算・決済に関して適切な業務執行体制を有していること 

 
 
 
 
 
 
・ 総合取引参加者又は株券オプション取引参加者（以下「総合取引参加者
等」という。）は、クリアリング機構の清算資格及び当取引所の株券オプシ
ョン清算資格を取得するか、クリアリング機構の他社清算参加者とのクリ
アリング機構が定める様式による清算受託契約の締結及び当取引所の株券
オプション他社清算参加者との当取引所が定める様式による清算受託契約
の締結をしなければならない。 

 
・ クリアリング機構の清算資格を有しない総合取引参加者等は、清算受託
契約を締結しているクリアリング機構の他社清算参加者のうちから、常に
決済を行わせる相手（以下「指定清算参加者」という。）を１社指定しなけ
ればならない。 

 
 
 
・ クリアリング機構の清算資格及び当取引所の株券オプション清算資格を
有しない総合取引参加者等は、清算受託契約を締結している株券オプショ
ン他社清算参加者のうちから、指定清算参加者を１社指定しなければなら
ない。 

 

・ 株券オプション清算資格の財務要件
は、クリアリング機構の清算資格の財務
要件と同様（現行の当取引所の清算資格
の財務要件と同様）とする。 

・ 移行時において当取引所の現物等清算
資格を有する者は、クリアリング機構の
清算資格を取得することを条件として、
審査を受けることなく、株券オプション
自社清算資格（クリアリング機構の他社
清算資格を取得する場合は株券オプシ
ョン他社清算資格）を取得する。 

 
・ 総合取引参加者等は、必要な清算資格
の取得及び清算受託契約の締結のいず
れをも行わない場合は、売買を行うこと
ができない。 

 
 
 
・ 指定清算参加者の指定及び変更は当取
引所の承認を要する。 

・ 総合取引参加者等が当取引所以外の市
場の参加者である場合、指定清算参加者
はすべての市場において同一でなけれ
ばならない。 

 
・ 株券オプション取引に係る指定清算参
加者は現物取引に係る指定清算参加者
と同一でなければならない。 
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項 目 内  容 備 考 
ｃ．取引参加者に対
する措置 

 
 
 
（２）清算基金の取扱
い 

 
 
 
 
 
 
 
２．清算・決済制度関
係 

（１）現物取引 
ａ．現物取引の清
算・決済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ クリアリング機構の清算参加者がクリアリング機構から清算業務の制限
等の措置を受けた場合は、当取引所は､当該清算参加者及び当該清算参加者
を指定清算参加者とする総合取引参加者等の当取引所における現物取引及
び株券オプション取引について売買の制限等所要の措置を行う。 

 
・ 清算参加者（国債先物等清算参加者、株価指数先物等清算参加者及び株
券オプション清算参加者をいう。）が当取引所に預託すべき先物・オプショ
ン取引清算基金の所要額は、その有する清算資格の種類ごとの所要額の合
計額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ 現物取引（株券オプションの権利行使により成立する株券の売買を含む。
以下同じ。）については、クリアリング機構に債務引受けを行わせる。 

 
 
 
 
 
・ クリアリング機構の清算参加者である総合取引参加者等は、現物取引（他
社清算参加者の場合は清算取次による売買を含む。）について、クリアリン
グ機構の定めるところにより決済を行うものとする。 

 
・ クリアリング機構の清算参加者でない総合取引参加者等は、現物取引に
ついて、当取引所の定めるところにより指定清算参加者との間で決済を行
うものとする。 

 
 
 
 
 
・ 「清算基金」を「先物・オプション取
引清算基金」に改称する。 

・ 株券オプション清算資格については、
最低所要額を設けない。 
 ＜現行の最低所要額＞ 
  現物等清算資格    ：3,000 万円 
  国債先物等清算資格  ：1,000 万円 
  株価指数先物等清算資格：1,000 万円 
 
 
 
 
・ 現在は、当取引所が債務引受けを行っ
ている。 

・ 当面の間、当取引所が現物取引に係る
クリアリング機構の清算手数料を負担
し、当取引所の取引参加者負担金の変更
は行わないこととする。 

 
・ 具体的な決済方法は当取引所の現行の
決済方法と同様となる。 

 
 
・ 具体的な決済方法等は現行どおり。 
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項 目 内  容 備 考 
 
ｂ．貸借取引の取扱
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｃ．現物取引制度の
変更 

 
 
 
ｄ．その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ クリアリング機構の清算参加者である総合取引参加者等又は指定証券金
融会社は、貸借取引に係る受渡しについては、クリアリング機構が定める
ところにより行うものとする。 

 
・ クリアリング機構の清算資格及び当取引所の株券オプション清算資格を
有しない総合取引参加者等についても、指定証券金融会社との貸借取引を
行い得ることとする。 

 
 
 
 
・ 当日決済取引については、約定日当日を受渡日とする同一総合取引参加
者間の対当取引に限ることとする。 

 
・ 円貨建外国債券の特別取引を廃止する。 
 
・ 市場管理のために行う有価証券の売買又はその受託に関する規制措置に
ついては、現行どおり当取引所が規制主体となる。 

 
・ 当取引所の「新株引受権証書等振替決済制度」及び「転換社債型新株予
約権付社債券振替決済制度」を廃止する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ 貸借銘柄の選定は当取引所が行う。 
 
 
 
・ 現在は、当取引所の現物等清算資格を
有しない総合取引参加者等は貸借取引
を行うことができない。 

・ 貸借取引の具体的なスキームについて
は、指定証券金融会社の規則により定め
る。 

 
・ ToSTNeT取引も同様とする。 
 
 
 
 
・ 発行日決済取引の売買証拠金に関する
規制措置を含む。 

 
・ 「転換社債型新株予約権付社債券振替
決済制度」は、株式会社証券保管振替機
構（以下「保管振替機構」という。）の
非取扱銘柄（外国ＣＢ）が対象。 

・ 新株引受権証書等及び外国ＣＢについ
ては、日本証券決済株式会社が運営する
振替決済制度に移行する。 

・ 当取引所の外国株券振替決済制度につ
いては現行どおり。 
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項 目 内  容 備 考 
（２）先物・オプショ
ン取引の清算・決
済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）担保関係事務の
取扱い 

ａ．担保関係事務の
委託 

 
 
 
 
 
 
 
 
ｂ．代用有価証券の
範囲及び預託方法 

 

・ 先物・オプション取引については、引き続き、当取引所が債務引受けを
行う。 

 
・ 当取引所は、参加者のアクセスポイントの一元化による効率性・利便性
維持の観点から、先物・オプション取引の清算・決済に関する事務の一部
をクリアリング機構に委託する。 

 
・ 当取引所の清算参加者は、当取引所との先物・オプション取引の決済の
ための金銭及び有価証券の授受については、清算参加者の口座とクリアリ
ング機構の口座との間の口座振替により行うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ 当取引所は、信認金、取引参加者保証金、先物・オプション取引清算基
金及び先物・オプション取引の取引証拠金の授受等に関する事務の一部を
クリアリング機構に委託する。 

 
・ 当取引所の取引参加者又は清算参加者は、当取引所への信認金、取引参
加者保証金、先物・オプション取引清算基金及び先物・オプション取引の
取引証拠金の預託については、クリアリング機構への現金又は代用有価証
券の差入れにより行うものとする。 

 
 
・ 政府短期証券（ＦＢ）を信認金、取引参加者保証金、先物・オプション
取引清算基金及び先物・オプション取引の取引証拠金の代用有価証券の範
囲に追加する。 

・ 当取引所は、改正証取法上の「証券取
引清算機関」と位置付けられる。 

 
 
 
 
 
・ 資金決済については、日本銀行又はク
リアリング機構が指定する資金決済銀
行のうちから、清算参加者が選定した銀
行を利用する。 

・ クリアリング機構が、日本銀行から口
座の開設を受ける必要がある。 

・ その他、取引・清算・決済の制度及び
具体的な方法等は現行どおり。 

 
 
 
 
 
 
 
・ 現金及び代用有価証券の差入・返戻の
ための口座振替についても、クリアリン
グ機構の口座を使用する。ただし、代用
有価証券の返戻のための口座振替につ
いては、当取引所の口座から直接行う。 

 
・ 割引短期国債（ＴＢ）については、現
行でも代用有価証券としての利用が可
能。 
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項 目 内  容 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．その他 
（１）違約損失積立金
の取扱い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）移行措置 
 
 
Ⅲ．実施時期 
 

 
・ 信認金、取引参加者保証金、先物・オプション取引清算基金及び先物・
オプション取引の取引証拠金の代用有価証券のうち、株券、優先出資証券、
上場投資信託の受益証券、上場投資証券、転換社債型新株予約権付社債券
及び国債証券の預託については、すべて口座振替により行うものとし、現
物証券による預託（国債証券については登録国債によるものを含む）は行
えないものとする。 

 
 
・ 当取引所の清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行に伴い
当取引所に損失が発生した場合において、違約損失積立金によりその損失
を補填するときは、違約損失積立金のうち旧違約損失準備金相当額（クリ
アリング機構の決済履行保証スキームにおいて利用した場合はその残額）
を控除した額により行うこととする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ 移行に伴う所要の措置を設ける。 
 
 
・ クリアリング機構の業務開始に合わせて実施する。 
 
 

以 上 
 

 
・ 非上場投信等、国債以外の普通債及び
交換社債については現物証券の差入れ
により行い、米国債については現地保管
機関における口座振替により行う（現行
どおり）。 

 
 
 
・ 違約損失積立金のうち旧違約損失準備
金相当額については、クリアリング機構
の決済履行保証スキームにおいて利用
する。 
・ 平成 14 年３月末現在の違約損失積立
金の額は 17,367 百万円（内訳：旧違約
損失準備金相当額 6,926 百万円、旧国
債証券先物取引等違約損失準備金相当
額 6,307 百万円、旧株価指数先物取引
等違約損失準備金相当額 3,817 百万
円、株券オプション取引違約損失準備金
相当額 306百万円）。 

 

 


